
中四国25-072（富山戦）・中四国25-073（奈良戦）

★お申込みは下記QRコードからお願いします。 スケジュールは裏面をご覧ください。

出発日：4/18（土）カターレ富山戦
旅行代金：お1人様 49,500円（大人・子供同額）
最少催行人員：18名・定員22名（定員に達し次第締切）

◆4月18日（土）出発 1泊3日 明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ地域リーグラウンド第11節
◆4月29日（水祝）出発 日帰り 明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ地域リーグラウンド第13節

出発日：4/29（水祝）奈良クラブ戦
旅行代金：お1人様 14,000円（大人・子供同額）
最少催行人員：30名・定員45名（定員に達し次第締切予定）

ご旅行条件(要約) ※この書面は、旅行業法第12条の4に定める旅行取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部になります。
※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上、お申し込みください。

解除期日

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって２０日目（日帰り旅行にあっては１０日目）にあたる日以降８日目に当たる日まで

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって７日目にあたる日以降前々日にあたる日まで

旅行開始日の前日

旅行開始日当日

無連絡不参加及び旅行開始後

取消料（おひとり）

旅行代金の２０％

旅行代金の3０％

旅行代金の4０％

旅行代金の5０％

旅行代金の10０％

個人情報の取り扱いについて・・・個人情報の取り扱いについては、別途お渡しする「ご旅行条件書」にてご確認ください。

●お問い合わせ・お申込みは下記まで・・・

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での
取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの
説明にご不明の点があれば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管
理者にお尋ねください。

お客様担当者（外務員） 氏名

旅行企画・実施

〒780-0053 高知県高知市駅前町5-5 大同生命高知ビル7階
観光庁長官登録旅行業第55号

℡ 088－883－3255

名 鉄 観 光 サ ー ビ ス 株 式 会 社
高 知 支 店

〒780-0053 高知県高知市駅前町5-5 大同生命高知ビル7階

営業時間 10：00～17：00（土・日・祝日休業）

総合旅行業務取扱管理者 谷井 順一

高 知 支 店

この旅行は、名鉄観光サービス㈱（以下「当社」といいます）が旅行企画・実施するものであり、旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約
（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、パンフレット、別途お渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする確定
書面（最終日程表）及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
●申込の方法と契約の時期
（１）旅行のお申込みは所定の申込書にご記入の上、申込金を添えてお申込みください。当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に契約が
成立します。電話、郵便、FAX、インターネット等により予約いただいた場合は、当社が予約を承諾する旨を通知した日の翌日から起算して3日以
内に申込み手続をお願いします。

（2）申込金は、「お支払対象旅行代金」又は「取消料」、「違約料」の一部又は全部として取り扱います。
（3）団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を

契約責任者が有しているとみなします。
●申込金・旅行代金のお支払い
（１）申込の際、お一人様につき以下の申込金をお支払いいただきます。

30,000円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,000円以上旅行代金まで
30,000円以上60,000円未満・・・・・・・・・10,000円以上旅行代金まで
60,000円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円以上旅行代金まで

（2）残金は旅行開始日の前日からさかのぼって21日前にあたる日より前（お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日まで）にお支払いください。
●旅行代金に含まれるもの
（１）旅行日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、観光料金及び消費税等諸税。
（2）添乗員が同行するコースでは、添乗員経費、団体行動中に必要な心付けを含みます。
（3）上記の諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

●取消料
（１）お客様はいつでも次による取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。

●特別補償
お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体または手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の
補償金及び見舞金を支払います。

●旅程保証
当社は当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行の部第29条別表左欄）に掲げる重要な変更が生じた場合は同
条に定めるところによる変更補償金をお支払いいたします。

●基準日
この旅行代金は ２０２６年 ３月 １日現在の運賃・料金を基準としております。
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